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発
行
定
日

毎
週
火
曜
日
及
び
金
曜
日

条

例

奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

二

例

目

次

ペ
ー
ジ

奈
良
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院
使
用
料

六

及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し

奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
税
務
課
）

個
人
県
民
税
関
係

所
有
期
間
が
一
年
を
超
え
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
つ
い
て
、
一
パ

ー
セ
ン
ト
の
税
率
に
よ
り
課
税
す
る
特
例
を
廃
止
し
、
新
た
に
、
平
成
十
六
年
度
分
か
ら
平

成
二
十
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
上
場
株
式
等
の
譲
渡
に
係
る
譲
渡
所

得
等
に
つ
い
て
、
一
パ
ー
セ
ン
ト
の
税
率
に
よ
り
課
税
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し

た
。法

人
県
民
税
関
係

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体
に
つ
い
て
非
課
税
措
置
が
講

じ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

不
動
産
取
得
税
関
係

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
不
動
産
の
取
得

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
税
率
を
一
律
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る

こ
と
と
し
た
。

心
身
障
害
者
を
多
数
雇
用
す
る
事
業
所
の
事
業
主
が
助
成
金
の
支
給
を
受
け
て
取
得
す

る
事
業
用
施
設
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま

で
二
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

入
会
林
野
等
に
係
る
権
利
関
係
の
近
代
化
の
助
長
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
入

会
権
者
等
が
入
会
林
野
整
備
等
に
よ
り
取
得
す
る
土
地
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
の
適
用

期
限
を
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
二
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

農
住
組
合
が
行
う
交
換
分
合
に
よ
り
取
得
す
る
土
地
に
係
る
減
額
措
置
を
廃
止
す
る
こ

と
と
し
た
。

特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
臨
時
措
置
法
に
規
定
す
る
承
認
計
画
に
基
づ
く
営
業
譲
渡

に
よ
り
取
得
す
る
不
動
産
に
係
る
減
額
措
置
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

産
業
活
力
再
生
特
別
措
置
法
に
規
定
す
る
認
定
事
業
再
構
築
計
画
に
従
っ
て
譲
渡
さ
れ

る
不
動
産
に
係
る
税
額
の
減
額
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
に
認
定
共
同
事
業
再
編
計
画
又
は

認
定
経
営
資
源
再
活
用
計
画
に
従
っ
て
譲
渡
さ
れ
る
不
動
産
を
追
加
し
た
う
え
、
そ
の
適

用
期
限
を
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
二
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
宅
地
評
価
土

地
の
取
得
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
課
税
標
準
を
当
該
宅
地
評
価
土
地
の
価
格
の
二

分
の
一
の
額
と
す
る
特
例
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
し
た
。

た
ば
こ
税
関
係

た
ば
こ
税
の
税
率
を
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
以
後
に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た

ば
こ
に
限
り
、
千
本
に
つ
き
百
一
円
引
き
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。

旧
三
級
品
の
紙
巻
た
ば
こ
に
係
る
た
ば
こ
税
の
税
率
を
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
以
後

に
売
渡
し
等
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
に
限
り
、
千
本
に
つ
き
四
十
八
円
引
き
上
げ
る
こ

と
と
し
た
。

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
関
係

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
非
課
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
年
齢
十
八
歳
未
満
の
者
、
年
齢

七
十
歳
以
上
の
者
及
び
障
害
者
並
び
に
国
民
体
育
大
会
の
ゴ
ル
フ
競
技
と
し
て
ゴ
ル
フ
を

行
う
選
手
等
は
、
非
課
税
措
置
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
申
告
書
の
提
出
等

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
年
齢
十
八
歳
未
満
の
者
、
年
齢
七
十
歳
以
上
の
者
及
び
障
害

者
並
び
に
国
民
体
育
大
会
の
ゴ
ル
フ
競
技
と
し
て
ゴ
ル
フ
を
行
う
選
手
等
に
つ
い
て
非
課
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課
税
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

自
動
車
取
得
税
関
係

税
率
及
び
免
税
点
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
五
年

延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
自
動
車

の
取
得
に
係
る
税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
二
年

延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
十
五
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
の
う
ち
、
粒
子
状
物
質
の
排

出
量
が
そ
の
許
容
限
度
よ
り
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
少
な
い
一
定
の
自
動
車
の
取
得
に

係
る
税
率
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取

得
さ
れ
る
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
現
行
税
率
か
ら
百
分
の
一
・
五
を
控
除
し
た
率
と
す
る

こ
と
と
し
た
。

一
定
の
低
燃
費
自
動
車
の
取
得
に
係
る
課
税
標
準
の
特
例
措
置
に
つ
い
て
、
対
象
を
最

新
排
出
ガ
ス
規
制
値
よ
り
七
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
排
出
ガ
ス
性
能
の
良
い
一
定
の
低
燃

費
基
準
を
満
た
す
自
動
車
に
限
定
し
た
う
え
、
そ
の
適
用
期
限
を
平
成
十
六
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
一
年
延
長
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
十
六
年
自
動
車
排
出
ガ
ス
規
制
に
適
合
し
た
自
動
車
の
取
得
に
係
る
税
率
は
、
平

成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
る
自
動
車
に

あ
っ
て
は
、
現
行
税
率
か
ら
百
分
の
一
を
控
除
し
た
率
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

軽
油
引
取
税
関
係

税
率
の
特
例
措
置
の
適
用
期
限
を
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
五
年
延
長
す
る
こ
と

と
し
た
。

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

施
行
期
日
等

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
た
だ
し
、

に
つ
い
て
は
同
年

七
月
一
日
か
ら
、

の
一
部
に
つ
い
て
は
同
年
四
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

そ
の
他
所
要
の
経
過
規
定
を
置
く
こ
と
と
し
た
。

奈
良
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
医
務
課

医
大
・
県
立
病
院
室
）

奈
良
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
係
る
使
用
料
の
額
は
、
平
成
十

五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
七
十
五
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る

療
養
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法
）
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

条

例

奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
条
例
第
四
十
八
号

奈
良
県
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
九
月
奈
良
県
条
例
第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
条
第
三
項
中

、
政
党
交
付
金
の
交
付
を
受
け
る
政
党
等
に
対
す
る
法
人
格
の
付
与
に
関
す

る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
六
号
）
第
八
条
に
規
定
す
る
法
人
で
あ
る
政
党
又
は
政
治
団
体

を
削

る
。第

三
十
八
条
の
四
中

六
百
九
十
二
円

を

七
百
九
十
三
円

に
改
め
る
。

第
七
十
五
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中

甲
種
狩
猟
免
許
又
は
乙
種
狩
猟
免
許

を

網
・
わ

な
猟
免
許
又
は
第
一
種
銃
猟
免
許

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

丙
種
狩
猟
免
許

を

第
二
種
銃
猟

免
許

に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

放
鳥
獣
猟
区
（
鳥
獣
の
保
護
及
び
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十

八
号
。
以
下

鳥
獣
保
護
法

と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
放
鳥
獣
猟

区
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
み
に
係
る
狩
猟
者
の
登
録

第
七
十
八
条
第
一
項
中

第
八
条
ノ
三
第
一
項

を

第
五
十
六
条

に
、

登
録
申
請
書

を

申
請
書

に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
非
課
税
の
申
告
書
の
提
出
等
）

第
八
十
二
条
の
二

法
第
七
十
五
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
者
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
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次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
計
画
（
当
該
計
画
に
係
る
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
認
定
が
平
成
十
五
年

四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
従
つ
て
営
業
の
譲
渡
を
受
け
た
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者
又
は
同
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
計
画
（
同
表
第
三
号
の
上
欄
に
掲
げ
る
計
画
を
除
く
。
）
に
従
つ
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
者

か
ら
営
業
の
譲
渡
を
受
け
た
者
が
、
当
該
譲
渡
に
係
る
不
動
産
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
を
取
得
し
、

か
つ
、
当
該
不
動
産
の
取
得
の
日
か
ら
引
き
続
き
三
年
以
上
当
該
不
動
産
を
施
行
令
で
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
当
該
計
画
に
係
る
事
業
の
用
に
供
し
た
と
き
は
、
当
該
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る

不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
認
定
の
日
か
ら
一
年

以
内
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
税
額
か
ら
価
格
の
六
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
税
率
を
乗
じ

て
得
た
額
を
減
額
す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
と
き
は
、
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
に
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
を
提
出
し
、
及
び
規
則
で
定
め
る
書
面
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
第
七
十
五
条
の
三
各
号
に
掲
げ
る
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
を
行
う
者
は
、
同
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
に
規
則
で
定
め
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
及
び
規
則
で
定
め
る
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
一
項
の
申
告
書
又
は
前
項
の
申
告
書
及
び
書
面
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

申
告
書
等

と
い
う
。
）
の
提
出
を
受
け
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
知
事
に
申
告
書
等
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
十
三
条
第
三
項
中

第
四
号

を

第
二
号

に
改
め
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、

同
項
第
三
号
中

及
び
そ
の
予
選
会
並
び
に
こ
れ
ら

及
び

（
以
下

国
民
体
育
大
会
等

と
い
う
。

）

を
削
り
、

当
該
国
民
体
育
大
会
等

を

当
該
競
技
会

に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
一
号
と
し
、

同
項
第
四
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条
第
四
項
を
削
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

利
用
者
の
数

第
百
二
十
八
条
第
一
号
中

甲
種
狩
猟
免
許
又
は
乙
種
狩
猟
免
許

を

網
・
わ
な
猟
免
許
又
は
第

一
種
銃
猟
免
許

に
改
め
、
同
条
第
二
号
中

丙
種
狩
猟
免
許

を

第
二
種
銃
猟
免
許

に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条

削
除

附
則
第
七
条
の
四
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
不
動
産
取
得
税
の
税
率
の
特
例
）

第
七
条
の
四

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
不
動
産
の
取
得

が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
け
る
不
動
産
取
得
税
の
税
率
は
、
第
三
十
七
条
の
五
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

百
分
の
三
と
す
る
。

前
項
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得
が
第
三
十
七
条
の
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
七

条
の
十
六
の
三
第
一
項
又
は
附
則
第
八
条
第
一
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
七
項
の
規
定
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中

税
率

と
あ
る
の
は
、

当
該
税
額
の
算
定
に
用
い
ら
れ
た
税
率

と
す
る
。

附
則
第
七
条
の
五
を
削
る
。

附
則
第
八
条
第
一
項
及
び
第
四
項
中

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

を

平
成
十
七
年
三
月
三
十

一
日

に
改
め
、
同
条
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

産
業
活
力
再
生
特
別
措

置
法
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
三
十
一
号
。
以
下
こ

の
表
に
お
い
て

特
別
措

置
法

と
い
う
。
）
第
四

条
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
事
業
再
構
築
計
画

特
別
措
置
法
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
（
特
別

措
置
法
第
四
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含

む
。
）

特
別
措
置
法
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
認
定
事
業
再
構

築
事
業
者

二

特
別
措
置
法
第
五
条
の

二
第
二
項
に
規
定
す
る
認

定
共
同
事
業
再
編
計
画

特
別
措
置
法
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
（
特
別

措
置
法
第
五
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
の
認
定

を
含
む
。
）

特
別
措
置
法
第
五
条
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
認
定
共
同

事
業
再
編
事
業
者

三

特
別
措
置
法
第
七
条
第

二
項
に
規
定
す
る
認
定
経

営
資
源
再
活
用
計
画

特
別
措
置
法
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
（
特
別

措
置
法
第
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
変
更
の
認
定
を
含

む
。
）

特
別
措
置
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
認
定
経
営
資
源

再
活
用
事
業
者
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附
則
第
八
条
第
八
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
を
削
り
、
同
条
第
十
四
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第

十
五
項
中

第
十
三
項

を

第
七
項

に
、

附
則
第
八
条
第
十
三
項

を

附
則
第
八
条
第
七
項

に
、

附
則
第
八
条
第
十
四
項
各
号

を

附
則
第
八
条
第
八
項
各
号

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

九
項
と
す
る
。

附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
中

平
成
十
二
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

を

平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

を

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

に
、

、
同
項
第
二
号

を

又
は
同
項
第
二
号

に
改
め
、

又
は
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
交
換
分
合
に
よ
つ
て
土
地
が
失
わ
れ
た
場
合

を
削
り
、
同
項
の
表

前
条
第
四
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
七
項
の
項
中

並
び
に
第
七
項

を
削
る
。

附
則
第
八
条
の
三
中

若
し
く
は
第
七
項

を
削
る
。

附
則
第
八
条
の
五
第
一
項
中

平
成
十
一
年
五
月
一
日

を

平
成
十
五
年
七
月
一
日

に
、

八

百
六
十
八
円

を

九
百
六
十
九
円

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

平
成
十
一
年
五
月
一
日

を

平

成
十
五
年
七
月
一
日

に
、

四
百
十
三
円

を

四
百
六
十
一
円

に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
第
三
項
中

附
則
第
十
条
第
五
項

を

附
則
第
十
条
第
六
項

に
改
め
る
。

附
則
第
十
条
第
一
項
中

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

を

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

に
改

め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

を

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

に
改
め
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中

四
分
の
三

を

四
分
の
一

に
改
め
、

第
三
項

の
下
に

又
は
第
四
項

を
加
え
、

平
成

十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

を

平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十

六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中

平
成
十
五
年
三

月
三
十
一
日

を

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
五
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上

の
技
術
基
準
（
以
下
こ
の
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て

排
出
ガ
ス
保
安
基
準

と
い
う
。

）
に
適
合
す
る
自
動
車
又
は
同
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
の
う
ち
、
粒
子
状
物
質
の
排
出

量
が
施
行
規
則
で
定
め
る
許
容
限
度
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
自
動
車
で
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の

の
取
得
（
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
自
動

車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
六
条
の
四
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
得

に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
同
条
又
は
第
一
項

に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の
一
・
五
を
控
除
し
た
率
と
す
る
。

附
則
第
十
条
第
九
項
中

又
は
第
五
項

を

、
第
四
項
又
は
第
六
項

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

八
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
六
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
に
適
合
す
る
自
動
車
で
施
行
令
で
定
め
る
も
の
の
取

得
（
第
三
項
、
第
四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
の
自
動
車
の
取
得
を
除
く
。
）
に

対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
税
率
は
、
当
該
取
得
が
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
十
六
年

九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
第
百
六
条
の
四
及
び
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
当
該
取
得
に
つ
い
て
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

同
条
又
は
第
一
項
に
定
め
る
率
か
ら
百
分
の
一
を
控
除
し
た
率
と
す
る
。

附
則
第
十
条
の
二
中

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

を

平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日

に
改
め

る
。附

則
第
十
二
条
第
一
項
中

、
所
得
割

を

、
県
民
税
の
所
得
割

に
改
め
る
。

附
則
第
十
二
条
の
二
第
二
項
中

第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
八
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で

を

第

三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
九
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
第
五
項
中

第
九
条
の
四
第
一
項

を

第
九
条
の
五
第
一
項

に
改
め
る
。

附
則
第
十
四
条
の
二
第
一
項
中

（
次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

を
削
り
、

こ
の
項
に
お
い
て

を

こ
の
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
お
い
て

に
、

第
五
項

を

第
四
項

に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
平
成
十
六
年
度
か
ら
平
成
二
十
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民

税
に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
上
場
株
式
等
の
譲
渡
の
う
ち
租
税
特
別
措
置
法
第

三
十
七
条
の
十
一
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
上
場
株
式
等
の
譲
渡
を
し
た
と
き
は
、
当
該
上
場
株
式
等

の
譲
渡
に
よ
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中

百
分
の
一
・
六

と
あ
る
の
は
、

百
分
の
一

と
す
る
。

前
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
上
場
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所

得
等
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

と
す
る
。

新
条
例
附
則
第
八
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
以
後
の
不
動

産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対

し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

新
条
例
附
則
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
以
後
の
新
条
例
第
三
十
七

条
の
十
六
の
三
第
一
項
又
は
附
則
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
規
定
す
る
不
動
産
の
取
得
又
は
土
地
の

取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
当
該
不
動
産
の
取
得
又
は

当
該
土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

平
成
十
五
年
七
月
一
日
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

指
定
日

と
い
う
。
）
前
に
課
し

た
、
又
は
課
す
べ
き
で
あ
っ
た
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

指
定
日
前
に
奈
良
県
税
条
例
第
三
十
八
条
第
一
項
の
売
渡
し
又
は
同
条
第
二
項
の
売
渡
し
若
し
く

は
消
費
等
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
四
条
の
六
第
一
項
第
一

号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
売
渡
し
を
除
く
。
）
が
行
わ
れ
た
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に
販
売
の
た

め
所
持
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
（
同
条
例
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
卸
売
販
売
業
者
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
小
売
販
売
業
者
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、

こ
れ
ら
の
者
が
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
附
則
第

百
三
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
製
造
た
ば
こ
の
製
造
者
と
し
て
当
該
製
造
た
ば
こ
を
指
定
日
に

こ
れ
ら
の
者
の
製
造
た
ば
こ
の
製
造
場
か
ら
移
出
し
た
も
の
と
み
な
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば

こ
税
を
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者
等
と
し
て
当
該
製
造
た
ば

こ
を
指
定
日
に
小
売
販
売
業
者
に
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
が
卸
売
販
売
業
者

等
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
の
貯
蔵
場
所
、
こ
れ
ら
の
者
が
小
売
販
売
業
者
で
あ
る
場
合

に
は
当
該
製
造
た
ば
こ
を
直
接
管
理
す
る
当
該
小
売
販
売
業
者
の
営
業
所
の
所
在
地
に
お
い
て
た
ば

こ
税
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
は
、
当
該
売
り
渡
し
た
も
の
と
み
な

さ
れ
る
製
造
た
ば
こ
の
本
数
と
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に

定
め
る
税
率
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
す
る
。

一

製
造
た
ば
こ
（
次
号
に
掲
げ
る
製
造
た
ば
こ
を
除
く
。
）

千
本
に
つ
き
百
一
円

二

新
条
例
附
則
第
八
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
紙
巻
た
ば
こ

千
本
に
つ
き
四
十
八
円

前
項
に
規
定
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
指
定
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

以
内
に
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
十
四
条
の
二
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中

又
は
第
二
項

を
削
り
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一

第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
及
び
第
百
二
十
八
条
の
改
正
規
定

平
成
十
五
年
四
月
十
六
日

二

第
三
十
八
条
の
四
及
び
附
則
第
八
条
の
五
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
の
規
定

平
成
十

五
年
七
月
一
日

（
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

改
正
後
の
奈
良
県
税
条
例
（
以
下

新
条
例

と
い
う
。
）
附
則
第
十
四
条
の
二
の
規
定
は
、

平
成
十
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

改
正
前
の
奈
良
県
税
条
例
（
以
下

旧
条
例

と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六

年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
条
中

租
税
特
別
措
置
法
第
八
条
の
五

と
あ
る
の
は
、

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
八

条
の
五

と
す
る
。

平
成
十
五
年
四
月
一
日
（
以
下

施
行
日

と
い
う
。
）
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
お
け
る
旧
条
例
附
則
第
十
四
条
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中

租
税
特
別
措
置

法
第
三
十
七
条
の
十
第
六
項

と
あ
る
の
は
、

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十

五
年
法
律
第

号
）
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
租
税
特
別
措
置
法
第
三
十
七
条
の
十

第
六
項

と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

別
段
の
定
め
の
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、

施
行
日
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

旧
条
例
附
則
第
八
条
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
の
規
定
は
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
営
業
の

譲
渡
が
施
行
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
当
該
営
業

の
譲
渡
に
係
る
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
そ
の
効
力

を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

と
あ
る
の
は
、

平
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七
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価
】

一
か
月

九
百
円

一
部
売
り

一
枚
に
つ
き
十
二
円
（
共
に
送
料
、
消
費
税
別
）

本
誌
は
再
生
紙
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

一

所
持
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
（
た
ば
こ
税
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
七
十
二
号
）
第
二
条

第
二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
の
区
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
区
分

ご
と
の
数
量
並
び
に
当
該
数
量
に
よ
り
算
出
し
た
た
ば
こ
税
の
課
税
標
準
と
な
る
製
造
た
ば
こ
の

本
数

二

前
号
の
本
数
に
よ
り
算
定
し
た
前
項
の
規
定
に
よ
る
た
ば
こ
税
額

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
附
則
第
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に

係
る
申
告
書
又
は
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第

号
）
附
則

第
百
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
た
ば
こ
税
に
係
る
申
告
書
と
併
せ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定

す
る
市
町
村
長
又
は
税
務
署
長
に
提
出
し
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
は
、
知
事
に
提
出
さ
れ
た
も
の

と
み
な
す
。

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
平
成
十
六
年
一
月
五
日
ま
で
に
、
当
該
申
告

書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

二
項
の
規
定
に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
す
る
場
合
に
は
、
同
項
か
ら
前
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の

の
ほ
か
、
新
条
例
第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
中

前
項

と
あ
る
の
は
、

奈
良
県
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
五
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
四
十
八
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項

と
読
み

替
え
て
、
新
条
例
の
規
定
中
た
ば
こ
税
に
関
す
る
部
分
（
新
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
五
項
、
第
三

十
八
条
の
六
及
び
第
三
十
八
条
の
七
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。

卸
売
販
売
業
者
等
が
、
販
売
契
約
の
解
除
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
た
ば
こ
税
を
課
さ
れ
た
、
又
は
課
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
返
還
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
た

ば
こ
税
に
相
当
す
る
金
額
を
、
地
方
税
法
第
七
十
四
条
の
十
四
の
規
定
に
準
じ
て
、
当
該
製
造
た
ば

こ
に
つ
き
納
付
さ
れ
た
、
又
は
納
付
さ
れ
る
べ
き
た
ば
こ
税
額
に
相
当
す
る
金
額
に
係
る
控
除
又
は

還
付
に
併
せ
て
、
当
該
卸
売
販
売
業
者
等
に
係
る
た
ば
こ
税
額
か
ら
控
除
し
、
又
は
当
該
卸
売
販
売

業
者
等
に
還
付
す
る
。

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条

新
条
例
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
三
条
第
三
項
及
び
第
九
十
一
条
第
一
項
の
規
定
は
、
施

行
日
以
後
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
課
す
べ
き
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

施
行
日
前
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
課
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

（
自
動
車
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
条
例
附
則
第
十
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
、
第
六
項
、
第
八
項
及
び
第
九
項
の
規
定
は
、

施
行
日
以
後
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前

の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

施
行
日
前
の
旧
条
例
附
則
第
十
条
第
七
項
及
び
第
八
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課

す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

奈
良
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
知
事

柿

本

善

也

奈
良
県
条
例
第
四
十
九
号

奈
良
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
立
医
科
大
学
附
属
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
四
月
奈
良
県
条
例
第
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

算
定
方
法
）
第
一
号
及
び
第
二
号

の
下
に

並
び
に
平
成
十
五
年
厚
生
労
働

省
告
示
第
七
十
五
号
（
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
病
院
の
病
棟
に
お
け
る
療
養
に
要
す
る
費
用
の
額

の
算
定
方
法
）

を
、

基
準
）
第
一
号
及
び
第
二
号

の
下
に

並
び
に
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省

告
示
第
七
十
五
号

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
平
成
十
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


